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1.はじめに 

教職大学院は，2006 年７月の中央教育審議会の答申において教員養成・免許制度の改革の具体的

方策のひとつとして，その制度の創設が提言された．そして，2007 年４月に専門職大学院設置基準

等の一部を改正する省令等が施行されることとなった．教職大学院は，高度専門職業人養成としての

教員養成に特化した専門職大学院であり，実践的指導力の育成を重視した教育内容，事例研究や模擬

授業など効果的な教育方法，これらの指導を行うにふさわしい指導体制などを有することを特色と

している．そのため，必要専任教員数（大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める

件(平成 11 年文部省告示第 175 号)及び専門職大学院に関し必要な事項について定める件により,教

職大学院に必要な専任教員の数を定めており,教職大学院で 1教科を扱う場合は 13名,10教科全てを

扱う場合は 32 名の専任教員を置くものとしている）の４割以上を「高度な実務能力を備えた実務家

教員」（以下，実務家教員）とすることが義務付けられている。 

文部科学省（2015a）によると，実務家教員の構成，実務経験年数，高度な教育上の指導能力等に

ついて示されている。この中で「専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力」と書かれてい

るように実務経験，実務能力が重視されている一方で，「修士課程の専任教員と同様に大学教員とし

ての能力が求められる」とも書かれていることから，大学教員に求められている，いわゆる研究業績

も実務家教員の力量に不可欠な要素となっており，その力量が教職大学院の組織的教育力に大きな

影響を及ぼすと考えられる． 

なお，実務家教員の配置は，大学設置基準の改正（大学設置基準の一部を改正する省令（令和 5 年

文部科学省令第 24 号））によって，教員養成に関する学部にも拡大され，「大学設置基準別表第一イ

（1）備考第十一号に規定する教員養成に関する学部に係る基幹教員数のおおむね 2 割以上は、専攻

分野におけるおおむね 5 年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とするこ

と。」となっている。その理由として，以下が記載されている（文部科学省，2023）。 

「『令和の日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について～「新たな教師

の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成～（答申）」（令和 4 年 12

月 19 日中央教育審議会）において、変化の激しい時代にあって、学校現場の優れた実践者が教師

養成に関わることは意義のあることであり、教師の養成について理論と実践の往還を重視した好
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循環を実現していくことが求められることや、学部段階においても、教職経験を有する大学教員の

登用を進めることが重要であり、これを担保するための制度的な枠組みとして、教員養成に関する

学部における実務家教員の配置に係る具体的な基準を設定することについて提言がなされたこと」 

 

これらの施策や法令等から，教員養成において，実務家教員の重要性は高まっていると考えられる

が，教職大学院の実務家教員の実態については，限定された情報しか公表されていない。そこで，教

職大学院の実務家教員に関わる公表されている情報を整理し，公表されている情報から実務家教員

の実態を把握し，これまで明らかにされてこなかった実務家教員の研究業績についての実態把握に

ついても試みる。 

 

2.教職大学院の実務家教員の実態 

2.1 文部科学省が公表している資料の概要 

文部科学省が公表している教職大学院の実務家教員の実態に関する資料として，全数調査の結果

が公表されているのは，平成 30 年度教職大学院の教員に関する実態調査（文部科学省，2018）と 54

大学の実務家教員(みなし実務家教員を含む)数（文部科学省，2021）の二つだと考えられる。これら

は，文部科学省高等教育局 専門教育課専門職大学院室が行なっている，専門職大学院実態調査に基

づくものと推測される。 

まず，平成 30 年度（2018）と令和３年度(2021)のデータで共通する項目のみを比較してみる。な

お，教職大学院の数は，国立大学 47 校,私立大学 7 校の計 54 校で同数である。実務家教員数（みな

し実務家教員を含む）は，平成 30 年度（2018）448 人であったが，令和３年度(2021)には，550 人と

なり，102 人増加している。年齢構成（表１）に関しては，大きな変化は見られない。61-65 歳が 42-

44%で最も多く，次いで 51-60 歳が 34-35%となっている。 

 

表１ 2018 年度と 2021 年度の文部科学省調査による年齢構成の比較 

 

 

実務経験（表 2）に関しては，退職教員（定年退職した後に大学に採用された教員），転職教員（定

年前に退職し，大学に採用された教員），交流教員（教育委員会から交流人事として大学に採用され

た教員），併任教員（附属学校を除いた小・中学校等と大学を併任している教員），附属教員（国立大

学附属学校の教員），その他に分類されている。退職教員が最も多く 44-41％，次いで転職教員が 27-

30%であり，3%の違いではあるが，転職教員が退職教員を上回っている。 

実務経験年数（表３）に関しては，30 年以上が 52%と最も多いが，15 年以上 20 年未満が 7%か

ら 12％と増えている。 

なお，令和 3 年 5 月 1 日現在,国立の教員養成大学・学部の専任教員のうち，「おおむね 5 年以上の

実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員」(大学設置基準等の一部を改正する省令

年齢構成

（％）

平成30年度

（2018）

令和３年度

(2021)

31-40歳 2 3

41-50歳 14 15

51-60歳 34 35

61-65歳 42 44

66-69歳 7 6
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(令和 4 年文部科学省令第 34 号)による改正前の大学設置基準第 12 条の 2)に相当する者の割合は

約 16%、学校における指導経験を有する者(採用後に附属学校等を活用し、学校現場で指導を行う者

を含む。)の割合は約 34%となっている。(文部科学省教育人材政策課教員養成企画室調べ) 

 

表２ 2018 年度と 2021 年度の文部科学省調査による実務経験の比較 

 

 

表３ 2018 年度と 2021 年度の文部科学省調査による実務経験年数の比較 

 

 

学位（表４）に関しては，博士と教職修士の割合が合わせて 7%増えており，逆に修士と学士が 7%

減っている。 

 

表４ 2018 年度と 2021 年度の文部科学省調査による学位の比較 

 

 

なお，平成 22 年から令和 3 年までの教職大学院修了者の総計は，11,186 人。(文部科学省調べ) 

令和 3 年度現在，教職大学院における実務家教員のうち，教育委員会から交流人事として大学に採

用された 教員の割合は約 16%，教職大学院修了者に係る学位である教職修士(専門職)を保有する者

の割合は約 7%となっている。(文部科学省教育人材政策課教員養成企画室調べ) 

古い資料になるが「教職大学院の専任教員及び実務家教員について」（文部科学省，2015b），25 大

学の設置当時と平成 26 年の専任教員数，実務家教員数とその割合のデータが示されている。設置当

実務経験年数

（%）

平成30年度

（2018）

令和３年度

(2021)

5年未満 1 1

5年以上10年未満 2 1

10年以上15年未満 2 3

15年以上20年未満 7 12

20年以上25年未満 15 15

25年以上30年未満 19 16

30年以上 54 52

学位

（％）

平成30年度

（2018）

令和３年度

(2021)

博士 6 9

教職修士 3 7

修士 38 35

学士 53 49
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時と比較すると，25 大学の実務家教員の割合は，平均で 42%から 47%へと 5%増加している。 

この他，「専門職大学院に関するデータ集」（文部科学省，2017）に，H23-29 の年度別専任教員と実

務家教員数及び割合の推移が示されている。H28,29 年度に教職大学院の専任教員数が増えているの

は，教職大学院の数が増えたからであり，同時に実務家教員の数も増加しているが，割合に関しては，

44.7%から 46.5%と大きな変化は見られない。他の専門職大学院では，知的財産の 94.1%が突出して実

務家教員比率が高く，法科大学院 31.0%が最も低くなっている。 

 

表５ 専門職大学院の専任教員と実務家教員の推移（文部科学省，2017） 

 

  

教職大学院協会（2019）は，実務家教員の人事に関する教育委員会との連携の実態についての調査

結果を明らかにしており，交流人事としての専任教員推薦の割合が高いこと，教委との人事協定，学

内の実務家教員資格基準の態様についての検討の必要があることを指摘している。 

 

表６ 実務家教員人事に関する教育委員会との連携 （教職大学院協会，2019） 

 

 

関連するデータとして，文部科学省高等教育局専門教育課専門職大学院室による「専門職大学院に
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おける教育研究活動等に関する実態調査について（依頼）」（文部科学省，2016）において，18 年 4

月までに開設されているすべての専門職大学院（140 専攻，回答率 100 パーセント）から，平成 18 年

10 月 1 日現在のデータが示されているが，教職大学院は，その他に含まれているため，実態は把握

できない。 

さらに，「2040 年を見据えた大学院教育のあるべき姿 ~社会を先導する人材の育成に向けた体質改

善の方策~ (審議まとめ)」（文部科学省，2019）では，専門職大学院ごとの専任教員数，実務家教員

数及び割合，博士学位の取得状況，タブルカウント教員数及び割合，みなし専任教員等の推移を明ら

かにしている。この結果から，他の専門職大学院と比較して，博士学位取得者の割合が低いこと，ま

た，みなし専任教員の割合が会計に次いで 12.7%と高く，実務家教員のうち，みなし専任教員が約 27％

となっていることがわかる。 

 

表７ 専門職大学院の専任教員，実務家教員，博士学位の取得状況等の推移 

（文部科学省，2019） 

 

  

 

2.2 教職大学院の実務家教員を対象とした調査研究の概要 

教職大学院の実務家教員を対象とした研究は少ないが，実務家教員の果たす役割やその難しさを

指摘している研究がいくつかある． 

保坂他（2018）は，科研の研究報告書「教員養成における交流人事教員と実務家教員の役割」にお

いて，「平成 26 年度時点で教育委員会から大学への交流人事教員の派遣が行われているのは、33 道

府県(66 名)と 7 政令指定都市(7 名)、１中核市（1 名）で合計 74 名、派遣されている大学は 33 校」

であること，「文部科学省調査に従って、実務家教員を４類型に分類した上で事例的に分析し、「退

職教員」の雇用形態と交流人事教員を核とした実務家教員の役割（特に学部授業負担）が課題である

ことを指摘した。」ことを報告している。中でも，「実務家教員のうち公募による「転職教員」と教

育委員会派遣の交流人事教員はすべて常勤であったが、「退職教員」の雇用形態は実に様々である」

ことを明らかにし，「一方で、教職大学院の研究者教員は全員が常勤であることを考えると、その不

均衡さを指摘しておきたい。」と述べている。また，「准教授、あるいは講師で採用された「転職教

員」の場合、その昇進にあたり審査を研究者教員と同じにするかどうかという問題、また「元実務家」

の場合、「実務を離れてから 5〜10 年以内」（平成 18 年中教審答申）という、いわゆる「賞味期限」
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問題」があることを指摘している。 

富田他（2018）は，科研の研究報告書「高度専門職業人養成の教師教育における大学教員の資質要

件に関する研究」において，2015 年の調査時点の教職大学院数 27 のうち，20 大学を対象に質問紙調

査を，さらに国立大学４校，私立大学３校を抽出して訪問調査を行なっている。「教職大学院を対象

に、国内外の質的調査研究を通して、教師教育を担う大学教員の資質要件を多面的に解明した。近年

の専門職養成では「実践」が重要視され、養成カリキュラムや実務家教員の導入などの大きな変化が

見られる。」こと，「実践に関連するキーワード「実践」「実践知」「実務」「実践研究」「実務家

教員」「研究」等の理解は多様で、具体的内容が十分に共有されていないこと」を明らかにしている。

そして，「実務家教員の割合や定義も大学により異なり、求められる資質も一様でなく、どれも模索

段階にある。今後それらの検証と質保証の開発が急務である。」と指摘している。 

富田他（2018a）の成果として，二つの関連する紀要論文が公表されている。富田他（2018b）は，

「大学に着任直前まで学校現場で実践する「実務家教員」にとって，自らの実践経験を実践知に再構

築して，さらに「学」の段階へ引き上げて形成するには，一定の研究経験と時間の確保が必要だと考

えられる。そのことを制度や組織として対応しないまま，個々の教員の判断や裁量に委ねることは，

教師教育の質保証や教職大学院の設置趣旨の観点から見ても無理があるといえよう。」「実務経験者

型教員は公募による採用よりも，大学附属学校や教育委員会を通して退職教員を大学教員として確

保したことが多かったことが確認できる。それに加え，実務経験者型教員では，数年だけ教職大学院

に大学教員として所属したのち，元の教育委員会や学校に戻る教育委員会との人事交流も行われて

いる。このように，どの大学も優れた実務経験者型教員の確保に苦労し，もっとも信頼がおける大学

附属学校や地域の教育委員会が実務経験者型教員の供給源になっている実態が伺える。」という問題

を指摘し，「中央教育審議会答申にある「学校現場での最新・多彩な経験を有するだけでなく，これ

を理論化できる基礎的な素養を求める」とされる実務経験者型教員の資質条件は，いったいどのよう

に担保されるのであろうか。学校現場での最新・多彩な経験は十分であるとしても，理論化できる基

礎的な素養はいつどのように身に付けるのであろうか。」と問いを投げかけ，「その一方で，実務経験

者型教員には最新の教育実践と現場感覚が必要とされ，「いわゆる実務経験の“鮮度”」が要求される

実情がある。」という課題を指摘している。 

浦野ら（2018）は，「中央教育審議会答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」の参考

資料「教職大学院における「実務家教員」の在り方について」を取り上げ，「あたかも「実務」と「実

践」がまったく同じであるかのように混在している」ことを指摘し，「「専門職として学び続ける教員」

を養成する教職大学院は、この「実務」の説明にある「実際の仕事」を遂行できるだけの大学教員像

を求めているわけではないはずであり、学術に基づく教育理論と豊かな経験で築いた教育観を踏ま

えた、「実践（理論や理念を行動に移すこと）」を自ら経験し、そのことを学生に指導できる大学教員

を真に必要としている」と述べている。 

さらに，「「教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて −国立教員養成大学・学

部、大学院、附属学校の改革に関する有識者会議報告書−」にも上記議論と同様の記載があることを

指摘し，「教職大学院は、現職教員が教職大学院で単発で学ぶことにとどまらず、学んだ者が学校現

場に戻り、数年後に博士課程で学び、更に学校現場を経て教職大学院の実務家教員として教鞭をとる

など、学校現場と大学における学びのサイクルの普遍化を進めるべき」であることに言及している。 
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また，「2016 年 8 月に文科省が設置した「国立教員養成大学・学部、大学院、附属学校の改革に関

する有識者会議」の報告書『教員需要の減少期における教員養成・研修機能の強化に向けて』の中に，

「実務経験が豊富な教員が必ずしも優秀な実務家教員として高い指導力を発揮できているわけでは

ないという指摘もある」，「特に教職大学院の実務家教員には、実践力のみならず、実践を理論に照ら

して深く問い返し、それを実践研究論文として発表し、また、その成果に基づいた教育を行う資質・

能力も求められる」，「各大学は、教職大学院の研究者教員について、学術研究のみに偏らないよう、

実践研究論文や、実務経験、学校現場経験を求めるとともに、実務家教員についても、実践のみに偏

らないよう、実践研究論文等をまとめられる程度の研究能力を求めること」，「教職大学院のすべての

教員が研究と実務の両面を持つよう、各大学において、先進的な大学の事例を参考にしつつ、研究者

教員の実務経験や業績、あるいは実務家教員の学術的業績を、客観的ないしピアレビューの視点で評

価するシステムを構築すること」が重要であると指摘している。 

大竹（2018）は，日本教育経営学会の公開シンポジウム「教職大学院における教育・研究と教育経

営学の課題」において，「教職大学院の「拡充」におけるスクール・リーダー教育と大学教員」に関

する報告を行い，「42 校の教職大学院の HP・パンフレット資料を収取し，スクール・リーダー対象

コースと認知できる大学教員を分類学校経営領域の担当者を抽出し」，実務家教員数が研究者教員数

を上回ったことから「研究者教員は抑制された状況で実務家教員が配置された。スクール・リーダー 

対象コースの領域において，「教職大学院の拡充」は「実務家教員の採用」へとつながったものと指

摘」している。さらに，「「実務家教員」という研究と実践を乖離させてしまう呼称を用いて表現して

いくことに意味があるのか，学会として新たな「実践的な研究者(Practitional Researcher)」を育

成することの重要性を痛感」「単に学校現場で実践される学校経営のメカニズムの分析を，研究機関

の研究者だけが行うのではなく，学術的な研究の進展を学校現場で経営を担う実務家の研究によっ

て解明されることも重要である。それら(実践的な研究者)が大学教員になってくることが望ましい」

と述べている。 

 

図１ 教職大学院の学校経営領域の担当教員数（大竹，2018） 

 

姫野ほか（2019）は，国立教員養成系大学・学部及び大学院において教員養成に携わっている研究

者教員と実務家教員を対象として質問紙調査を実施し，その回答を対比して，両者の教育・研究にか

けるエフォートの違いを明らかにしている．回答者数は 130，有効回答者数は 123 である。それに

よると，実務家教員は，研究者教員に比して，教育にかけるエフォートが大きい．また，現職教育経

験のない研究者教員に対しては，研究にかけるエフォートが統計的に有意な形で小さいことを指摘

している。 

多様な役割のうち，研究者としての役割に関して，木原ほか（2021）は，162 名の実務家教員を対

象とする量的調査を実施した。162 名の実務家教員からの回答を得て（2020.2 月に教職大学院を設
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置している 54 大学を対象に調査用紙を郵送した結果，30 大学 162 名，回収率 36.2%（2020 年の文

部科学省調査によると実務家教員は 448 人））（文部科学省 2020）．教育実践研究の知見の報告や論

文化といった場面に，あるいは協働性という要件を満たすことに，実務家教員の教育実践研究の困難

点があるという知見を見出している。そして，知見の報告や論文化といった場面に，そして協働性と

いう要件を満たすことに，実務家教員の教育実践研究推進上の困難点があるという実態を見出して

いる。 

この成果を踏まえ，令和 4 年度から「教職大学院の実務家教員が教育実践研究を点検・評価するた

めのルーブリックの開発」（基盤研究(C)22K02889）に取り組んでいる。この中で，実務家教員による

教育実践研究の特長と課題を再確認するために，実務家教員による教育実践研究のうち学会誌や大

学紀要に掲載された論文のレビューを行った。日本の 54 大学に設置されている全ての教職大学院を

対象に，Web 上で公開されている教職大学院担当の教員紹介等の情報から実務家教員 461 人を抽出

し（文部科学省調査（2021 年度）では 550 人の実務家教員が把握されており，抽出できたのはその

83.8%），この 461 人のうち各大学からランダムで２名，合計 108 名を抽出し，いくつかの条件（筆

頭著者，最新，デジタルデータで論文を入手可能）を満たす論文を 89 本抽出した。その結果，一人

からしか抽出できなかったのは 13 大学，一人も抽出できなかったのは 6 大学あり，少なくとも２割

程度の実務家教員が，条件を満たす論文を公表していないこと，公表された論文の多くは，大学の紀

要等であり，査読付きの学会誌論文等は 8 本であるという結果になった。 

 

2.3 教職大学院の Web等で公開されている実務家教員のデータを収集分析した結果 

これまでの調査結果を踏まえ，さらに実務家教員の研究業績を把握するために，まず，54 大学の

教職大学院の Web を調査し，教員紹介等で，実務家教員が明記されていた 17 大学，159 人を抽出し，

所属する大学の教員データベース等で職位，学位を調査した。 

なお，学位については，教員データベース等で公表されていないケースが 55/159 件あることに留

意する必要があるが，職位，学位の状況は表８の通りである。 

 

表８  教職大学院の Web で公表されている実務家教員の職位，学位の関連 

 

 

各大学が公表している研究者総覧等のデータベースには，実務家教員の研究業績が掲載されてい

ない，あるいは一部しか掲載されていないケースも散見されることから，J-STAGE（科学技術情報発

信・流通総合システム），CiNii（NII 学術情報ナビゲータ），所属大学のレポジトリ，国立国会図書

館，Amazon，科研データベース等で，研究業績数等を調査した。検索した論文等の数（ヒット数）が
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0 のケースが，J-STAGE で 67.3%（107/159 人），紀要や学会発表，雑誌記事，書籍の分担執筆等を含

む CiNii で 24.5%（39/159 人），所属大学のレポジトリで 30.8%（49/159 人），国立国会図書館で 34.0%

（54/159 人），Amazonで 84.3%（134/159 人），科研データベースで，研究分担者となっている場合を

含むと 64.8%（103/159 人），研究代表者のみの場合は，69.8%（111/159 人）であった。 

なお，これらのデータベースでは，同一の論文が重複してカウントされるため，重複した論文を除

いた論文数の合計が 50 以下の 129 人を抽出し，論文数と学位，職位との関連について調べた（表９，

表 10）。その結果，論文等の実数が 1 から 5 本の割合が最も多く 48.1%（62/129 人），次いで 0 の割

合が 20.9%（27/129 人）であった。学位，職位と論文数の関連は明確ではないが，学士の 84.4%，特

任教授（他の名称，准教授を含む）と客員教授（准教授を含む）の 83.7%が，論文数 5 本以下となっ

ている。 

表９ 論文数と学位との関係 

 

 

表 10 論文数と職位との関係 

 

 

また，抽出した実務家教員が明記されていた 17 大学の一般財団法人教員養成評価機構による認証

評価における自己評価書の記述を抽出した（表 11）。教職大学院は，一般財団法人教員養成評価機構

による認証評価を，開設後 5 年以内に初回の認証評価を受け，最初の認証評価を受けて 3 年目以降 5

年以内に次回の認証評価を受けることが定められており，評価基準や関係法令，認証評価の結果等に

ついて，Web 上で公表されている。なお，教職大学院評価基準は，令和 5 年に大幅に改定され，令和

6 年からの認証評価で新たな評価基準に基づいて実施されるようである。評価基準の性質及び機能に

ついては，「「専門職大学院設置基準」(平成 15 年文部科学省令第 16 号)及び「専門職大学院に関し必 

博士 修士
修士

（専門職）
学士 不明 合計

0本 7 8 12 27

1から５本 1 15 19 27 62

6から10本 3 6 1 3 5 18

11から15本 3 1 4 8

16から20本 2 2 1 2 7

21本以上 2 1 4 7

合計 8 34 3 32 52 129
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表 11 17 大学の一般財団法人教員養成評価機構による認証評価における自己評価書の記述 
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要な事項について定める件」(平成 15 年文部科学省令第 53 号)，並びに教職大学院に係る最新の中

央教育審議会答申等の趣旨を踏まえて，機構が，教職大学院の教育活動等に関し，評価基準に適合し

ている旨の認定をする際に，教職大学院として満たすことが必要と考えられる要件及び当該教職大

学院の目的並びに 3 つのポリシー(ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー及びアドミッシ

ョン・ポリシー)に照らして教育活動等の状況を分析するための内容を定めている。評価基準は，7 の

「基準領域」から成り，その下に 15 の「基準」を設定している。さらに各基準の達成状況を確認，

判断するために，いくつかの「観点」が設定されており，教員組織については，基準領域 6 関連，専

門職大学院設置基準第 5 条 にまとめられているが，改定によって，評価基準の中の実務家教員の記

述が削除，統合されており，実務家教員等の割合については，法令要件事項で確認となっている。 

さらに，JREC-IN Portal に掲載された，教職大学院の教員公募情報についても調査した（表 12）。 

上記の調査の期間は，いずれも，2023.4 から 2023.9である。 

 

表 12  JREC-IN Portal に掲載された教職大学院の教員公募情報 

 

 

3.1 考察 

3.1.1 教職大学院の実務家教員の実態 

 これまでも多くの指摘がなされているように，教職大学院の実務家教員は多様であり，実務家教員

の定義や人事に関する規程も大学によって異なる。特任教授，特定教授，特命教授等，職名もその定

義も異なっていることや，常勤と非常勤，みなし専任の混在，採用も教育委員会との人事交流で任期

も 3 年から 5 年程度と短いものが多く，選考の基準も研究者教員とは異なっている。学位について

も多様であるが，教職大学院専任の実務家教員の場合には，学士及び不明の割合が多い。 

研究者教員を元実務家や実務家教員としてカウントしながら，昇任は研究者教員と同等とするこ

とや，そもそも，実務家教員であることを文部科学省の設置申請書類には記述しているが，web 等で

は公表していない大学や，非常勤等の場合には，該当する教員の研究業績もデータベースに掲載して
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いないケースも多々あった。 

これらの結果は，教職大学院が地域の教育委員会との連携を大前提に設計されており，「実務経験

者型教員は公募による採用よりも，大学附属学校や教育委員会を通して退職教員を大学教員として

確保したことが多かったことが確認できる。それに加え，実務経験者型教員では，数年だけ教職大学

院に大学教員として所属したのち，元の教育委員会や学校に戻る教育委員会との人事交流も行われ

ている。このように，どの大学も優れた実務経験者型教員の確保に苦労し，もっとも信頼がおける大

学附属学校や地域の教育委員会が実務経験者型教員の供給源になっている実態が伺える。」（富田他，

2018a）という結果と合致する。さらに教育委員会との人事交流が実務家教員の採用だけでなく，現

職教員の教職大学院への派遣等の定員確保に影響していることも否定はできないだろう。 

公募状況を見ても，実務経験があることが望ましいという記載はあるものの，実務家教員としての

採用を明記しているものはほとんどなく，学部の教員として教職大学院を兼務する場合には，修士以

上が求められているケースが多い。教職大学院の修了生が増えていることから，今後は，教職修士の

割合が増加することが予想される。 

そのほか，附属学校の校長と教職大学院の実務家教員を兼務するという事例もあった。実務経験を

重視する方向性として，増える可能性もあるだろう。 

 

3.1.2 教職大学院の実務家教員の研究業績の実態 

今回は，学術研究や書籍等のデータベースで，実務家教員の研究業績を調査した。当初，実務家教

員の研究成果が論文以外の書籍等で公表されている場合もあることを予想していたが，どのデータ

ベースでも業績が０のケースもあり，学校研究や教員研修等，データベースに反映されない，いわゆ

る学術論文等としてカウントされない研究成果のみを有する実務家教員が存在する可能性が示唆さ

れた。残念ながら詳細については把握できていないが，これらは学術論文との相違があるのか，教育

実践研究の業績とすべきなのか等々，検討すべき課題，切り口は多く存在する。実際，実務家教員の

選考基準も，大学によっては研究者教員と同一としているケースもあるが，多くは，実務家教員独自

の基準を設定し，実務経験等が重視される傾向にある。 

木原ら（2020）が指摘しているように，「わが国の教職大学院に勤務する実務家教員が教育実践研

究を企画・運営し，それを論文化する際に参照できる指標がなく，実務家教員たちが手探りで，時に

は実務経験のない研究者による学術研究の要件に自らの取り組みを無理に合致させようとしている」

ことも確認されている。教職大学院における「（実践）研究」の捉え方や，修士論文とは異なるはず

の教育実践報告書等に関する位置づけ，理解も多様である。そして，今回は調査が及ばなかったが，

その指導に実務家教員がどのように関わっているかについても課題があるだろう。 

さらには，大学教員を，「実務家教員」と「研究者教員」に二分する積極的な意義が見いだせない

という指摘もある。このような状況の中で，教員養成においては，研究者教員にも実践的な経験や実

践研究を求め，実務経験を有する教員の採用を学部にも拡大する方向にあるが，「大学に着任直前ま

で学校現場で実践する「実務家教員」にとって，自らの実践経験を実践知に再構築して，さらに「学」

の段階へ引き上げて形成するには，一定の研究経験と時間の確保が必要だと考えられる。そのことを

制度や組織として対応しないまま，個々の教員の判断や裁量に委ねることは，教師教育の質保証や教

職大学院の設置趣旨の観点から見ても無理があるといえよう。」（富田他，2018a）という指摘や，多
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くの先行研究が指摘しているように，「実務家教員」のみならず，「実践」「実践知」「実務」「実

践研究」等の理解が多様であり，それらの具体的な内容が十分に吟味されていないことがより一層課

題として顕在化することになると考えられる。 

 

4 終わりに 

これまでも，実務家教員の採用，FD 等の必要性，重要性が指摘されてきたが，教職大学院の実務

家教員による教育実践研究を支援する必要性は明らかである。ただし，教育実践研究の成果がこれま

での学術論文と同じである必要があるのか，教職大学院での修士論文とは異なるはずの教育実践報

告書等の指導をどのように行うべきなのか，といった点については，教職大学院発足当時から課題と

して挙げられているものの，解決の方策が見出せているとは考えにくい。他の専門職大学院と比較し

て，博士の学位を有する実務家教員が少ないという傾向もあり，現在の「博士（教育学）」とは異な

る実践性を重視した博士学位である Ed.D.の必要性も議論されているが，実現には時間を要するだろ

う。また，「実務家教員は、最新の専門的知見を教育に取り入れるために有効ではあるが、長期間大

学に勤務し続けると、専任教員として採用後に高度の実務能力を チェックする仕組みがないことか

ら、現場における最新の情報や最先端の技術等をうまく教育に取り込めず、社会の最新のニーズを反

映した教育ができない恐れがある」（文部科学省，2019）という指摘もある。このことは，「『令和の

日本型学校教育』を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について〜「新たな教師の学びの姿」の

実現と、多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成〜(答申)」（文部科学省，2022）における

「実務家教員については、単に自らの実務経験や授業観・学習観を学生にそのまま伝達するのではな

く、大学教員として、実務経験を体系化・構造化し、理論と結びつけながら教育を行うことが求めら

れる。」の記述につながり，変化の激しい時代おける教育改革，教育実践の進化に対応することが強

く求められている。同答申には，「教職大学院修了者が、早期に学校管理職を経験した後、教員養成

大学・学部、教職大学院における実務家教員となって高度専門職としての教師養成に参画し、その後、

さらに学校現場、教育委員会において指導的な役割を担っていくといった、教職大学院における学び

を生かしたキャリアパスを確立していくことが求められる。」という記述もある。今後は，今年度か

ら始まった教員の退職年齢引き上げによって退職校長等の採用が難しくなる可能性もあり，こうし

た対応も必要になるかもしれない。 

木原ほか（2022,2023）は，実務家教員が，研究活動の見通しを確かにするための協働的プログラ

ムを開発し，異なる教職大学院の実務家教員間の交流プログラムが実務家教員の役割認識に寄与し

たことを明らかにしている。今後は，実務家教員が教職大学院で求められる学びに対応した教育実践

研究の力量を，こうした採用後の交流プラグラムや FD 等に加え，採用前にも身につける場が必要だ

と考えている。それは，例えば，いつでも誰でも学べる，実務家教員向けの教育実践研究の方法論を

学ぶ Web コンテンツや，実務家教員及び実務家教員を目指す教員等を含むオンラインコミュニティ

の構築であろう。 

 

付記  

本研究は JSPS 科研費 JP23K02708 の助成を受けたものである 
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